
はじめに

　平成27年から段階的に、従来の「官庁会計」に加わる形で「新地方公会計」
制度が導入されて以降、ほぼ全ての自治体で財務書類は統一的な基準による複
式簿記形式に一新されてきました。とはいえこの財務書類はシステムで管理し
ているし、ミスをしたところでその後どういう問題が起きるかわかっていない、
わからなくても多分大丈夫だろう、という方も多いのではないでしょうか。
　しかし、新地方公会計制度の知識がないと、以下のような大きな問題に発展
してしまう可能性があります。

失敗例１．仕訳を誤った結果、訴訟を起こされた

失敗例２．仕訳を誤った結果、財源がなくなってしまった

　読者の所属する部署に置き換えて考えても、ヒヤッとするケースがあること
でしょう。新地方公会計制度の知識がある状態で日々の業務をするのとしない
のとでは、リスク管理に雲泥の差があります。したがって、財政・会計担当は
もちろん、処理された伝票や財務書類を決裁し責任を取る管理職の方々にとっ
ても、必須なのです。

　地元住民から小学校建設に伴う土地の寄附にあたり、寄附を受ける決裁や、
寄附者に対してのお礼状などの処理をしました。担当者は発生主義会計での公
会計仕訳をしませんでした。すると誤った情報の財務書類（固定資産台帳）が
公表され、これを見た寄附者が寄附の取消を求めて訴訟を見据えたクレームに
発展してしまいました。

　公営住宅の家賃と敷金を、使用料収入として会計処理をしました。敷金は、
退去時に返却するものなのに、それを預り金として処理しなかったのです。す
ると、使用料収入が過大に計上されてしまい、収入とすべきでない敷金が財源
として使われ、返却時に財源（預り金）がなくなってしまいました。
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　官庁会計は単式簿記で仕訳される現金主義、新地方公会計は複式簿記で仕訳
される発生主義という考え方に基づいています。とはいえ、なじみのない方に
とっては具体的にイメージしづらいでしょう。まずは身近な例で、新地方公会
計制度の考え方である「発生主義会計」がどのようなものか説明します。

　例えば縁日で、500円の「たこ焼き」を購入した場合と、500円の「亀」を
購入した場合を想像して下さい。

　「たこ焼き」は、その場で食べて「おいしかった」とか「まずかった」などと、
支出をした500円に対する評価がすぐにできる買い物です。このような事例で
あれば、現金の出入りを記録するだけで十分ですよね。これは「現金主義会計」
の考え方です。

　では、500円で購入した「亀」はどうでしょうか？　まずは500円で購入で
きて「よかった」という満足感はありますが、本当の評価は購入時にはできま
せん。なぜなら、「亀」はこれから先も世話をすることになるからです。ケー
ジ代金やエサ代などのお金や、世話をする手間がかかります。このように、購
入した時だけではなく、将来に影響するものを「資産」ととらえます。ここで
いえば、「亀」が生きている間、管理していくことも含めて考えるのが、「発生
主義会計」です。

　ここで「亀」を、自治体の「施設」と置き換えてみましょう。例えば、10億
円の施設を建築した場合、現金主義会計では初年度に10億円の支出が計上され
ます。現金主義会計は、現金の支出のみに注目するからです。しかし施設は改
築したり、補修したりと管理が必要になります。現金主義会計では、帳簿上で
こういった事情を踏まえた管理をすることができません。

　これを発生主義会計にもとづく帳簿管理にするとします。例えば施設の耐用
年数が50年間とすれば、この10億円の支出を50年間で毎年等分に負担すると
考え、１年間あたり２千万円を費用として仕訳します。これは同時に、建築初
年度は10億円の価値があったその施設は、毎年２千万円分資産の価値が下がっ
ていくと仕訳します。このような処理を毎年行って管理をすることで、施設を
適切にマネジメントできるようになるのです。
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　ここまでで、なぜ新地方公会計制度が導入されたのか、そしてその知識を付
けなければならない理由も、よくわかったと思います。

　実際こうした必要性から、総務省も「統一的な基準による地方公会計マニュ
アル」（令和元年に改訂）というものを出しました。全国の自治体に、このマニュ
アルに基づいて財務書類の作成を求めたのです。しかしこのマニュアルは膨大
で、複式簿記の知識がない職員にとっては理解が難しいものでした。

　そこで、必要な知識を厳選し、マニュアル内容を理解してもらえるように、
本書を作成しました。一人でも多くの自治体職員が正しい会計知識を持てば、
大きなミスを防ぐことができます。

　そのため、本書では、演習形式で読者が財務書類の知識・作成技術をワーク
ブック方式とし、達成感を得ながら基礎実務を学べる内容としました。

　第１章では「ざっくり理解しよう！　地方公会計のルール」として、複式簿
記・発生主義の基本的ルールや地方公会計の独特なルールをまとめました。第
２章「ワークでわかる！　財務書類のチェックポイント」、第３章「これがわ
かればミスを防げる！　財務書類作成ワーク」では、問題を解きながら実際財
務書類を作る・確認するポイントを学べるようにしました。第４章「健全・効
果的に財政に活かす！　財務書類分析指標」では、特に管理職の方々に向けて、
様々な判断のために、財務書類をより的確に活用をしてもらうための技術を詰
め込みました。

　本書が、多くの皆様に活用され、財務書類に関わる失敗を防ぎ、自治体の健
全な財政運営の助けになれば幸いです。

 2022年７月吉日
 宮澤正泰
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自治体の会計ルールは「官庁会計」＋「地方公会計」！

　これまで自治体では、「官庁会計」という、現金の出入りだけをシンプルに
計算する会計方法を採っていました。しかし、厳しい財政状況の中でより精度
を高めてやりくりするために、官庁会計を補足する形で「地方公会計」という
会計方法も加えることにしました。

官庁会計（国や自治体のお金の管理方法）の特徴

特徴①現金主義会計…「実際に出入りしたお金だけを考える」考え方

　官庁会計は、住民の支払った税金などのお金をどう使うか（予算）、その実
際の使い道（決算）と合わせ、議会での報告義務があります。予算で決められ
た入出金の内容を議会がチェックするのです。そこで、純粋にいくら収入と支
出があったかという、シンプルな「現金」主義会計でお金を管理しています。
こうしたシンプルな会計の考え方は、利益を追求しない「公」の会計だからこ
そ採れる考え方です。

特徴②単式簿記…「結果」１面のみを記録する方法

　お金のやりとりを「現金」の収入・支出に限定して行う簿記の手法です。シ
ンプルなのでわかりやすい一方、「なぜ100万円引き出したのか？」「どこから

現金の収支という客観的な情報のため、シンプルでわかりやすく、
クリーンな公金管理ができる。

今この場で現金支出のないコスト（減価償却費〈財産が、使用する
につれ価値を減らしていくことを念頭に、新しいものに買い換える
場合の費用〉、退職手当引当金〈将来の退職金を負債として計算した
費用〉等）の把握ができない。

利点

欠点

1-1 自治体の会計ルール
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この車の購入費を割り当てたのか？」などの資産や負債の情報が記録からは読
み取りづらくなっています。

特徴③民間企業会計との違い

地方公会計（官庁会計にコストの概念を加える会計方法）の特徴

特徴①発生主義会計…「取引の事実があればお金の出入りに関係なく考える」考え方

　自治体は、厳しい財政状況の中で、住民や議会に対し、財政情報のわかりや
すい開示が求められています。また、財政運営や政策形成を行ううえで、現金
で計算できないコストや、利益を踏まえて計算した無駄のないやりくりも期待
されています。こうした目的のため、官庁会計を補足する形で、「地方公会計」
の制度が作られました。

特徴②複式簿記…「原因」と「結果」の２面を記録する方法

　お金のやりとりを「借方」（＝左側）と「貸方」（＝右側）という「原因」と
「結果」の２つの要素に分けて、二面的に行う複式簿記の手法で計算しています。
これは、資産や負債の情報の把握とともに、借方と貸方の金額が一致する性質
から、記帳誤りを見つけることができる検証機能を持つ意義があります。次の
項では、具体的な地方公会計（複式簿記）の計算方法を説明します。

官 庁 会 計 企 業 会 計

作成目的 住民の福祉の増進 利益の追求

報告先 住民（提出先は議会） 株主（提出先は株主総会）

説明責任 事前統制（予算）の重視 事後統制（決算）の重視

会計処理 単式簿記・現金主義会計 複式簿記・発生主義会計

現金支出を伴わないコスト（減価償却費等）の把握ができる。

主観的な見積による会計処理が含まれるため、決算の数字が違う場
合がある。

利点

欠点
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貸借対照表と損益計算書のひな型（勘定式）を覚えよう

　複式簿記とは、取引を「仕訳」という形で書き留めて、最終的に「貸借対照
表」と「損益計算書」にするものです。上記のひな型と、下記の基本の用語を
覚えることからスタートして下さい。

取引のパターンリスト

　仕訳において、あらゆるお金や資産のやりとりは、上記の「借方」と「貸方」
から選んで行うことになります。例えば借方が車という「資産の増加」だとす
ると、貸方は現金で支払ったなら「資産の減少」、借金で買ったなら「負債の
増加」、もらった車なら「収益の発生」になります。このとき、借方と貸方の
金額は同じになる点に注意しましょう。

貸借対照表（BS） 損益計算書（PL）

（借方） （貸方） （借方） （貸方）

資産
負債

費用 収益
純資産

取引を２つの面から記録すること

現金、建物、土地、車、貸付金など

借入金、未払金など

資本金など、資産から負債を引いたもの

仕入（売上原価）、給料、光熱水費、支払利息、消耗品費など

売上、受取利息、受取家賃など

仕訳

資産

負債

純資産

費用

収益

1-2
複式簿記の基本❶

企業会計の考え方
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「原因」と「結果」を記す二面的な記録

例）自動車を100万円で購入した。

　「資産」は借方のグループなので、プラスになるときは借方に記入し、マイ
ナスになるときは貸方に記入します。

　この仕訳をみただけで、自動車を100万円で購入して、現金を100万円支払っ
た取引がわかります。もし、間違えて逆に仕訳したらどうなるでしょうか？

　これでは自動車を売って、現金100万円もらったということになってしまい
ます。仕訳は取引を正確に記録するために重要です。

単式簿記の場合

現金100万円という
資産のマイナス

100万円の支出のみ把握

複式簿記の場合

100万円の自動車のプラス 原因自動車という資産のプラス

自動車という
資産のプラス

現金100万円という
資産のマイナス

100万円の
自動車のプラス

現金100万円の
マイナス

現金100万円のマイナス現金100万円という
資産のマイナス

と と

と

結果

借方 100万円 貸方 100万円

借方 100万円 貸方 100万円

借 方 貸 方
資産の増加 資産の減少

負債の減少 負債の増加

純資産の減少 純資産の増加

費用の発生（増加） 収益の発生（取消）

﹇
取
引
の
８
要
素
﹈
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ここでは「未収金」について学んでいきましょう。民間の営利事業の場合は、
商品の売上に対して未収入の場合は「売掛金」して仕訳を行い、商品以外のも
のを売却したのに未収入の場合を「未収金」といいます。対して自治体の場合
は、税金などの収入が未収の場合などを含め、「未収金」とします。なお、こ
こでの未収金は、１年以内に回収する場合と考えて流動資産の区分となります。

・純資産　・流動資産　・有形固定資産　・１年　・３年
・５年　・収益　・流動性配列法　・固定性配列法
・未収金　・買掛金　・売上金

語　群

次の文章は、貸借対照表のうち、「流動資産」の中の「未収金」に
ついて説明したものです。空欄に、下記の語群の中から当てはま
る言葉を選んでみましょう。

　貸借対照表は固定資産および（　ア　）に分類して表示し
ます。資産科目の配列は（　イ　）によっています。また、
この分類の基準として、原則として（　ウ　）基準を採用し
ています。

　（　ア　）は、現金預金、（　エ　）、短期貸付金、基金、棚
卸資産、その他および徴収不能引当金に分類して表示します。

　（　エ　）は、現年調定現年収入未済の（　オ　）および財
源をいいます。（　エ　）の過去の徴収不能実積率など合理的
な基準により徴収不能引当金を算定し、（　エ　）から徴収不
能引当金を控除した形で貸借対照表に表示します。

問 題

2-4
貸借対照表❹

流動資産・未収金
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ア　流動資産　　イ　固定性配列法　　ウ　１年
エ　未収金　　オ　収益

　貸借対照表（BS）の資産は、現金化しやすい順番に並べる「流
動性配列法」が一般的です。しかし自治体では、自治体の資産がほ
とんど固定資産であることから、固定資産から並べる「固定性配列
法」を採用しています。
　１年基準とは、決算後１年の間に現金化されるものを流動資産、
１年を超えるものを固定資産とする、全ての企業が守らなければい
けない企業会計原則注解16の要件です。
未収金とは、自治体の収入のうち、まだ現金化されていないもの
です。
　自治体の収入は、調定行為が必要です。現年度にまず調定がなさ
れますが、この調定された金額がその年度に収入（自治体は出納整
理期間があるので、５月31日まで）されなかった、つまり支払われ
なかった（＝収入未済）金額のことをいいます。なお、この金額の
うち、使用料などの行政コスト計算書（PL）での収益の場合と、
税収などによる純資産変動計算書（NW）の純資産の増加＝財源の
場合があります。

[ 正 解 ]

[ 解 説 ]

CHECK

POINT

　従来の官庁会計でも、未収金にあたる収入未済の収益
把握と、時効などの不納欠損処分による収入未済の債権
放棄の処理をしていました。地方公会計では、不納欠損
処理になる前に、未収金のうち回収ができない可能性があ
る金額を「徴収不能引当金」として未収金と両建てで把握
するとともに、自治体の債権の回収処理を促す意味でも、
この「未収金」と「徴収不能引当金」の金額をしっかりチェッ
クする必要があります。
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　取引事例６－１消耗品の購入について、納品を確認したので20百万円の支払
いをしたという事例です。
　取引事例６－１の仕訳と関連がありますので注意して下さい。すなわち、「未
払金」で消耗品を購入した場合、代金の支払いをしたときは負債の減少として
「未払金」を借方に仕訳するということに気を付けましょう。

3-11
仕訳　取引事例６－２

消耗品の購入・支払い

①次の取引の仕訳をしてみましょう。
　３月31日　消耗品の購入（支払い）　20百万円

（単位：百万円）

日付 財務
書類

借方 財務
書類

貸方

勘定科目 金額 勘定科目 金額

取引事例6－2

問 題

②①の取引は、どの仕訳パターンですか？

借方 貸方
資産の増加（BS）（CF） 資産の減少（BS）（CF）

負債の減少（BS） 負債の増加（BS）

純資産の減少（NW） 純資産の増加（NW）

費用の発生（PL） 収益の発生（PL）
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　取引事例６－１の消耗品の購入について、納品を確認したために20百万円の
支出をした場合です。
　現金の減少になるので、貸方の「資産の減少」になります。また、現金の減
少の分類として、資金収支計算書（CF）の「物件費等支出」の勘定科目とな
ります。
　借方は、支出の原因は「消耗品の購入」なので行政コスト計算書（PL）の
「費用の発生」である「物件費」ということになります。しかし取引事例６－
１でこの勘定科目は仕訳済であり、その支払いが済んでいない時点で「未払
金」という勘定科目を使用しました。これを踏まえ、支払いが済んだことから、
貸借対照表（BS）の「負債の減少」である「未払金」の勘定科目を借方に使
用します。

[ 正 解 ]

（単位：百万円）

日付 財務
書類

借方 財務
書類

貸方

勘定科目 金額 勘定科目 金額

3月31日 BS 未払金 20 CF 物件費等支出 20

取引事例6－2

[ 解 説 ]

借方 貸方
資産の増加（BS）（CF） 資産の減少（BS）（CF）

負債の減少（BS） 負債の増加（BS）

純資産の減少（NW） 純資産の増加（NW）

費用の発生（PL） 収益の発生（PL）

貸借対照表（BS）
未払金

資金収支計算書（CF）
物件費等支出
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